
 

 

1｜               ｜研究員の眼 2024-12-23｜Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved 

 

 

1――「医保電子銭包」―医療保険ウォレットとは？  

 

中国政府は、12 月２日、医療保険ウォレットの試行を 9省 31の地域で実施することを発表した。 

医療保険ウォレットとは、専用のアプリを通じて、公的医療保険の個人専用口座にある残高を家族・

親族間でやり取りをすることを可能とする仕組みである。中国の都市部の会社員を対象とした公的医

療保険制度は会社員本人の保険料負担分を医療保険専用口座（個人が管理）に積立てる仕組みとなっ

ており1、これまでも自身の通院治療費や薬代などに利用が可能であった。 

 

なお、近年、政府はこの医療保険専用の個人口座に関する改革を進めている。利用対象者について

は、2021年に本人に加えてその配偶者、父母、子女まで拡大している。更に、2024年７月には親族も

利用を可能とした。利用対象についても拡大されており、通院治療費や薬代に加えて、医療機器、医

療資材の個人負担分の費用の支払い、配偶者・父母・子女が加入する公的医療保険制度（都市・農村

住民基本医療保険制度）の保険料の支払いも可能とした。 

ただし、これまでは被保険者と父母などが同一省内などで生活している場合は利用が可能であった

が、それぞれ別の省で生活している場合などは利用することができなかった。今回の医療保険ウォレ

ットの試行実験はそれぞれの地域間において、オンライン上で積立金のやり取りをすることで、省を

跨いだ家族・親族間の利用を可能とするものである。 

 

 

 

 
1 従業員本人については前年の平均賃金の２％を納付。雇用主は従業員の賃金総額の８％を納付。雇用主が負担する医療保険料につ

いては医療保険基金に積み立てられ、入院給付、慢性病・特殊疾病などの給付に充てられている。なお、農村住民・都市の非就労者を加

入対象とする公的医療保険（都市・農村住民基本医療保険）では、医療保険専用の個人口座は設置されていない。 
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2――試行地域は流動人口の多い中規模都市を中心 

 

今回発表された試行地域は、河北省、江蘇省、安徽省、山東省、河南省、湖北省、重慶市、四川省、

甘粛省のそれぞれの地域となっている（図表１）。政府は今後、1～2年をかけて省内外で生活する家

族・親族間でもやり取りが可能となるよう目指すとしている。上掲の地域の多くは労働人口の流動が

比較的多く、家族が同じ省内ではなく、省を跨いで生活をしている点がうかがえる。試行地域の中で

も、河南省の信陽市2、安徽省の淮南市3ではすでに試行が開始されており、12 月２日の発表は江蘇省

の蘇州市で開始されるタイミングに合わせてされた。なお、12月１日時点ですでに 2.7万人が医療保

険ウォレットを使用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3――医療費の個人負担軽減へ 

 

政府が医療保険専用の個人口座の改革を進め、医療保険ウォレットの普及を目指す背景には、社会

保障に関する経費、特に医療保険財政が大きく関係していると考えられる。2023年の公的医療保険に

よる給付総額 1 兆 7,733 億元のうち、基本医療保険基金（雇用主の保険料負担分を積み立てた基金）

からの給付は 65.6％を占める 1 兆 1,641 億元であった。一方、個人口座からの支払いも 6,092 億元で

34.4％を占めており、医療保険財政における個人口座のプレゼンスは高い。加えて 2023年の医療保険

個人口座の残高の総額は 1 兆 4,000 億元にも上る。政府はこの“休眠資金”を活用し、家族間・親族

間で相互に活用することで、個人負担に対する軽減をはかろうとしているのだ。更に、上掲の 2024年

７月に配偶者・父母・子女が加入する都市・農村住民基本医療保険制度の保険料の支払いも可能とし

た背景には、同時期に保険料の高額化を背景とした同制度からの脱退者が増加した点が考えられる。

今後、医療保険ウォレットの普及がどこまで進むのか、政府がこの個人口座の活用をどこまで広げる

のかなどについてもその動向を注視していく必要がある。 

 
2 河南省医療保障局「国家医保局黄華波副局長来豫調研 医保銭包試点工作」、2024 年 10 月 21 日。 
3 淮南市人民政府「【医療保障】安徽首家、淮南“医保銭包”来啦！跨省能共済、近親族共用」、2024 年 11 月 28 日。 

図表１ 医療保険ウォレットの試行地域 

1 河北省
石家庄市、辛集市、唐山市、秦皇島市、邯鄲市、刑台市、保定市、定州市、

張家口市、承徳市、滄州市、廊坊市、衡水市、河北省一級都市、維安新区

2 江蘇省 蘇州市

3 安徽省 淮南市

4 山東省 徳州市

5 河南省 鄭州市、信陽市

6 湖北省 襄陽市、随州市、恩施土家族苗族自治州、黄岡市、咸寧市、潜江市

7 重慶市 雲陽県

8 四川省 成都市、広安市、四川省一級都市

9 甘粛省 臨夏回族自治州

（出所）国家医療保障局 


